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平
成
二
十
九
年
度
　
　
　

　
　
法
人
会
と
区
民
の
集
い
が
開
催
さ
れ
る

日
　
時
　･･･

十
月
二
十
三
日

場
　
所
　･･･

か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル

れ
た
後
、
第
一
部
が
始
ま
る
。　
　

　

第
一
部
と
し
て
葛
飾
税
務
署
寺
田
法
人
第
一
部
門
統

括
官
に
よ
る
「
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
」
に
関
す
る
税

務
研
修
が
あ
り
、
第
二
部
に
入
る
前
に
、
八
地
域
事
業
部

の
全
担
当
副
会
長
、
支
部
長
、
委
員
長
、
部
会
長
の
紹
介

が
あ
っ
た
。

　

第
二
部
の
演
目
は
第

四
地
域
事
業
部
推
薦

の
「
和
太
鼓
グ
ル
ー

プ

“

彩“
」
に
よ
る
和

太
鼓
演
舞
、
続
い
て
第

二
地
域
事
業
部
推
薦
の

「
ブ
ゥ
ち
ゃ
ん
ア
ミ
ー

ゴ
ス
」の
フ
ラ
メ
ン
コ
、

第
三
地
域
事
業
部
推
薦

「
岡
井
泰
彦
」
氏
に
よ

　

恒
例
と
な
っ
た
平
成
二
十
九
年
度
法
人
会
と
区
民
の

集
い
が
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
三
日
、
か
つ
し
か
シ
ン

フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル
に
て
多
数
の

観
客
参
加
の
も
と
開
催
さ
れ
た
。

　

本
年
度
は
八
地
域
事
業
部
の
う
ち
、
一
か
ら
四
地
域
事

業
部
が
企
画
担
当
し
た
四
演
目
が
披
露
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

司
会
は
大
畑
副
会
長
が
務
め
、
増
田
副

会
長
が
開
会
の
こ
と
ば
を
述
べ
、
次
い
で

片
岡
会
長
と
青
木
葛
飾
区
長
が
挨
拶
を
さ

る
マ
ジ
ッ
ク
と
進
み
、
最
後
は
第
一
地
域
事
業
部
推
薦
の

「
山
口
か
お
る
」
の
歌
謡
シ
ョ
ー
が
ト
リ
を
飾
っ
た
。

　

閉
会
の
挨
拶
は
中
村
副
会
長
。

　

抽
選
会
が
宮
下
副
会
長
の
リ
ー
ド
で
行
わ
れ
、
片
岡

会
長
と
矢
部
副
会
長
、
堀
切
女
性
部
会
長
が
抽
選
を
し
、

当
選
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
が
会
場

に
掲
げ
ら
れ
る
と
歓
声
が
上
が
っ
た
。
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八
月
二
十
八
日
　
鳥
越
俊
太
郎
氏 

を
お
迎
え
し
て

　
第
二
〇
回
政
治
経
済
講
演
会
を
開
催

　
　「
都
議
選
以
後
、
日
本
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
」

於 

か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ・モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル

地
球
温
暖
化
対
策
は
喫
緊
の
課
題

　

第
二
〇
回
政
治
経
済
講
演
会
は
ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
鳥
越
俊
太
郎
氏
を
迎
え
盛
大
に
行
わ

れ
た
。

　

氏
は
ま
ず
冒
頭
、
昨
今
の
驚
異
的
な
自
然
災
害
に
ふ
れ
、
こ
の
原
因
は
地
球
温
暖
化
の
進
行
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
対
策
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
た
。

心
身
の
健
康
に
心
が
け
よ
う

　

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
心
身
の
若
さ
を
保
つ
秘
訣
は
運
動
は
も
ち
ろ
ん
、「
好
奇
心
」

を
も
つ
こ
と
が
大
事
と
訴
え
た
。
自
身
も
七
〇
歳
を
超
え
て
も
「
心
は
十
八
歳
」
と
、
俳
句
を
た
し
な
む
な
ど
、

常
に
大
い
な
る
好
奇
心
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
と
紹
介
。

　

さ
ら
に
、
日
本
人
は
税
金
の
納
税
者
と
し
て
の
意
識
を
も
う
少
し
持
ち
、

税
金
の
使
わ
れ
方
を
チ
ェ
ッ
ク
し
不
正
を
た
だ
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
、
こ

れ
こ
そ
が
民
主
主
義
の
基
本
だ
と
し
た
。

人
口
減
少
に
備
え
よ

　

最
後
に
都
政
国
政
の
行
く
末
に
ふ
れ
つ
つ
、
日
本
最
大
の
問
題
は
少
子
高

齢
化
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
。
日
本
の
経
済
的
縮
小
は
こ
こ
に
原
因
が
あ

る
と
し
た
。

　

人
口
減
少
は
待
っ
た
な
し
で
あ
り
、
社
会
保
障
の
担
い
手
は
現
在
三
人
で

一
人
を
支
え
る
騎
馬
戦
型
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
一
人
が
一
人
を
担
ぐ
肩
車
型

が
や
っ
て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
先
行
事
例
も
参
考
に
政

治
が
主
導
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
つ
く
し
て
子
ど
も
を
増
や
す
べ
き
だ
と

結
ん
だ
。

度肝を抜く手技に観客もびっくり「岡井泰彦」

葛飾の歌姫、「山口かおる」と観客との交流

「和太鼓グループ 彩」勇壮流麗な和太鼓の演舞で高らかに始まる

華麗な衣装とリズミカルなステップが観客の胸
を打つフラメンコ「ブウちゃんアミーゴス」の
メンバー
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新
署
長
に
三
枝
氏
、

　
鈴
木
署
長
は
東
京
派
遣
監
督

　
　
　
　
　
評
価
官
室
長
へ
ご
栄
転

6

葛
飾
税
務
署
定
期
異
動
の
お
知
ら
せ

　

公
益
社
団
法
人
葛
飾
法
人
会
の
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま
す
ご

清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

片
岡
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会

員
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、
深
い

ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ
て
お

り
ま
す
こ
と
を
、
本
誌
面
を
お
借
り
し

ま
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
本
年
七
月
の
定
期
人
事
異
動

で
、
名
古
屋
国
税
局
の
下
田
税
務
署
か

ら
転
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た
三
枝
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

初
任
地
が
松
戸
税
務
署
で
す
の
で
、

三
十
五
年
余
り
の
歳
月
を
か
け
、「
矢

切
り
の
渡
し
」
を
渡
っ
て
葛
飾
税
務
署

に
辿
り
着
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

下
田
で
は
「
下
田
市
応
援
大
使
」
を

委
嘱
さ
れ
て
お
り
歴
史
と
豊
か
な
自
然

を
満
喫
し
て
き
ま
し
た
が
、
当
地
で
も

素
敵
な
景
観
と
人
情
味
あ
ふ
れ
る
下
町

を
堪
能
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。　

前
任
の
鈴
木
署
長
同
様
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

「
よ
き
経
営
者
を
目
指
す
も
の
の
団
体
」

と
し
て
地
域
社
会
に
密
着
し
た
事
業
活

動
を
展
開
さ
れ
て
お
り
、
六
十
年
を
超

え
る
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
法
人
会
で
あ

る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
が
税
務
行
政
を
行
う
に
当
た

り
ま
し
て
は
、「
納
税
者
の
自
発
的
な

納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に

実
現
す
る
」
と
い
う
国
税
庁
の
使
命
を

達
成
す
る
た
め
、
納
税
者
の
皆
様
の
ご

理
解
と
信
頼
を
得
な
が
ら
行
っ
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
Ｉ
Ｃ

Ｔ
を
活
用
し
、
申
告
・
納
付
手
段
を
充

実
さ
せ
る
な
ど
、
納
税
者
の
利
便
性
向

上
の
追
求
に
、
な
お
一
層
の
努
力
を
続

け
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
目
的
の

達
成
の
た
め
に
は
、
皆
様
方
の
ご
理
解

と
ご
協
力
が
是
非
と
も
必
要
と
な
っ
て

き
ま
す
。
今
後
と
も
、
よ
り
一
層
の
お

力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
一
年
十
月
か
ら
、

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
「
軽

減
税
率
制
度
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
、
制
度
の
円
滑
な
導
入

に
向
け
て
、
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
て

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
葛
飾
税
務
署
と
し
ま
し

て
も
、
各
種
説
明
会
を
開
催
す
る
な
ど
、

制
度
の
広
報
・
周
知
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

葛
飾
法
人
会
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま

し
て
も
、
ご
自
身
の
準
備
を
進
め
て
い

た
だ
く
ほ
か
、
事
業
者
の
皆
様
の
準
備

が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
制
度
の
広
報
・

周
知
な
ど
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
改
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
公
益
社
団
法
人
葛

飾
法
人
会
が
今
後
と
も
地
域
に
密
着
し

た
活
発
な
活
動
を
展
開
し
、
更
な
る
躍

進
を
遂
げ
て
ま
す
ま
す
ご
発
展
さ
れ
ま

す
よ
う
に
、
ま
た
、
会
員
企
業
の
ご
繁

栄
並
び
に
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
心
か
ら

祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

着
任
の
ご
挨
拶

署　長

三 枝　輝 雄
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法人会関係署幹部のご紹介法人会関係署幹部のご紹介法人会関係署幹部のご紹介

法人担当副署長

三
み

 原
はら

　勝
かつ

 利
とし

出 身 地　島根県
コメント　 日頃より大変お世話に

なっております。引き続
き、皆様と連携・協調し
て参りたいと思いますの
で、よろしくお願いいた
します。

法人課税第2部門統括官

鈴
すず

 木
き

　哲
てつ

 夫
お

出 身 地　茨城県
コメント　 本年も源泉所得税の窓口

担当者として、頑張って
まいりますのでよろしく
お願い申し上げます。

法人課税第1部門統括官

寺
てら

 田
だ

　　 裕
ゆたか

出 身 地　千葉県
コメント　 3度目の葛飾署勤務も何

かのご縁。窓口として精
一杯頑張ります。

法人課税第2部門源泉審理上席

関
せき

 　　孝
たか

 浩
ひろ

出 身 地　東京都
コメント　 葛飾法人会の会員の皆様

に源泉徴収制度のすばら
しさをわかっていただけ
るように説明していきた
いと思います。

総務課長

佐
さ

 藤
とう

　浩
ひろ

 子
こ

出 身 地　埼玉県
コメント　 お世話になっておりま

す。前任の岩淵総務課長
同様よろしくお願いいた
します。

法人課税第1部門法人審理上席

森
もり

 川
かわ

　兆
よし

憲
のり

郎
ろう

出 身 地　山口県
コメント　 ３年目になりました。や

り残しのないよう、引き
続き頑張ってまいりま
す。

葛飾税務署 新名簿（平成29年人事異動） 《平成29年7月10日現在》

役　職　名 平成29事務年度 役　職　名 平成29事務年度
氏　　名 異　動　元 氏　　名 異　動　元

署 長 三 枝　輝 雄 名古屋局・下田・署長 法人第４統括官 蓑 田　真 一 （留任）
副　署　長（総） 但 馬　光 一 松戸・所得・指定特官 法人第５統括官 白 倉　利 洋 麻布・法人７・統括官
副　署　長（法） 三 原　勝 利 （留任） 法人第６統括官 市 橋　直 彦 局総務・情報官８・主分析官
特別国税調査官（法） 三ツ屋 達 郎 東京上野・法人・指定特官 法人第７統括官 有 賀　三 洋 庁・広報・広報１係長
総 務 課 長 佐 藤　浩 子 本所・総務課長 審理専門官（法人） 小 玉　 　貴 （留任）
特別国税調査官（法） 山 口　　 勉 芝・法人・特官 連絡調整官（法人） 田 中　博 一 （留任）
法人第１統括官 寺 田　 　裕 市川・法人１・統括官 法 人（審理上席） 森 川 兆憲郎 （留任）
法人第２統括官 鈴 木　哲 夫 （留任） 源 泉（審理上席） 関　    隆 博 渋谷・法人３・上席
法人第３統括官 伊 藤　育 輝 麹町・特情官・特情官
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十
月
五
日
に
福
井
県
産
業
会
館
に
於

い
て
第
三
十
四
回
法
人
会
全
国
大
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
会
か
ら
は
片
岡
会
長
、
中
村
、
山

本
副
会
長
、
江
川
税
制
委
員
長
、
幸
田

財
務
副
委
員
長
の
５
名
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

第
一
部
で
は
毎
日
新
聞
専
門
編
集
委

員
の
与
良
正
男
氏
に
よ
る
「
今
後
の
政

治
と
経
済
の
行
方
」
の
演
題
で
記
念
講

演
を
拝
聴
し
、
第
二
部
の
大
会
式
典
で

は
、
国
税
局
長
官　

佐
川
宣
寿
様
の
挨

拶
か
ら
始
ま
り
ご
来
賓
の
方
々
の
祝
辞
。

次
に
各
種
表

彰
状
贈
呈
式

を
行
い
ま
し

た
。

　

ま
た
、
税

制
委
員
長
に

よ
る
税
制
改

正
提
言
の
報

告
、
青
年
部

会
に
よ
る
租

税
教
育
活
動
の

報
告
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
場
所

を
変
え
て
福
井

の
美
味
し
い
食

事
を
堪
能
し
懇

親
を
深
め
ま
し

た
。

　
平
成
三
十
年
度

　
　
　
　
　
税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン
• 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・

地
方
と
も
行
財
政
改
革
の
徹
底
を
！

• 

超
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
社
会

保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
適
正

な
負
担
と
大
胆
な
受
益
の
抑
制
を
！

• 

地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
中

小
企
業
に
、
税
制
措
置
で
さ
ら
な
る
活

力
を
！

• 

中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
要
。

　 

本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
に

よ
り
事
業
の
継
続
を
！

  
第
三
十
四
回  

法
人
会
全
国
大
会

全
国
か
ら
約
一
八
〇
〇
人
が
参
加
し
た
福
井
大
会

平
成
二
十
九
年
度
　
第
一
回
税
務
研
修
会

　「
事
業
・
資
産
承
継
セ
ミ
ナ
ー
」

於:

か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ
メ
ヌ
エ
ッ
ト

講
師:

税
理
士
法
人
チ
ェ
ス
タ
ー
代
表
　
荒
巻
善
宏（
公
認
会
計
士・税
理
士
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
会
　
大
貫
委
員

　

江
川
委
員
長
の
開
会
の
言
葉
、
山
本
税
制
担

当
副
会
長
挨
拶
の
後
、
司
会
に
よ
る
講
師
の
紹

介
を
経
て
、
始
ま
っ
た
。

後
継
者
の
不
在
・
不
足
問
題
は
深
刻

　

親
族
内
に
適
当
な
後
継
者
が
居
ら
ず
、
承
継

問
題
を
先
送
り
に
し
た
結
果
、
廃
業
や
雇
用
喪

失
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
ロ
ス

が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
少
子
化
に
よ
り
、

六
十
五
歳
以
上
の
経
営
者
の
家
庭
で
は
子
ど
も

が
二
名
程
度
の
こ
と
が
多
く
、
遠
く
に
住
ん
で

い
た
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
一
定
の
役
職

に
就
い
て
い
た
り
で
、
家
業
を
継
が
な
い
ケ
ー

ス
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
中
小
・
小
規
模
企
業
経
営
者
の
引
退

年
齢
は
六
十
八
歳
前
後
と
言
わ
れ
て
お
り
、
事

業
・
資
産
の
承
継
は
早
く
か
ら
の
対
策
が
必
要

で
あ
る
。

対
策
は
種
々
多
様

　

ま
ず
、
事
業
承
継
で
は
自
社
株
式
評
価
が
大

切
。
自
社
株
の
評
価
額
が
高
い
と
、
後
継
者
へ

の
生
前
贈
与
や
相
続
が
発
生
す
る
と
思
わ
ぬ
相

続
税
負
担
が
生
ず
る
事
と
な
る
。
本
セ
ミ
ナ
ー

で
も
自
社
株
式
評
価
済
企
業
は
三
十
％
ほ
ど
で

あ
っ
た
。「
一
時
的
に
」
自
社
株
式
の
評
価
引
き

下
げ
を
工
夫
す
る
な
ど
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

税
制
改
正
に
よ
る
事
業
承
継
税
制
を
活
用

　

企
業
が
特
定
条
件
を
満
た
せ
ば
納
税
猶
予
適

用
を
受
け
ら
れ
、
不
必
要
な
相
続
税
対
策
が
不

要
と
な
る
。
非
上
場
で
資
産
保
有
・
運
用
会
社

や
風
俗
営
業
会
社
で
な
く
、
後
継
者
が
事
業
継

続
へ
の
熱
い
熱
意
を
持
つ
会
社
で
あ
れ
ば
適
用

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
会
計
士
等
に
相
談

し
て
活
用
し
た
い
。

　

そ
の
他
、
不
動
産
の
購
入
に
よ
る
相
続
税
評

価
額
の
低
下
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
固
定
資

産
税
評
価
の
見
直
し
な
ど
、
資
産
承
継
に
は

種
々
多
様
な
対
策
が
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
事
業
・
資
産
継
承
で
節
税
以
上
に

大
切
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
①
自
社
株
式
を
相
続

す
る
人
の
納
税
資
金
確
保
、
②
自
社
株
の
遺
留

分
対
策
を
し
っ
か

り
、
と
い
う
二
点

で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
締
め
く
く
っ

た
。

　

眞
田
委
員
の
閉

会
の
辞
を
も
っ
て

セ
ミ
ナ
ー
は
終
了

し
た
。
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事業研修委員会　　　　　　　　　　 　     ９月４日

小さな会社がYouTube動画で集客する方法

厚生委員会　　　　　　　　　　 　    　 ９月19日

第１回健康セミナー

女性部会　　　　　　　　　　 　    　　 ９月1４日

日帰りバス研修旅行

四つ木支部　　　　　　　　　　 　     　　７月９日

宿泊研修会

組織委員会　　　　　　　　　     　　　  ９月15日

会員増強推進会議

第５・６地域事業部　　　　　     　　　   10月８日

中川に親しむ集い

女性部会　　　　　　　　　  　 10月20日～22日

産業フェアー優秀作品展示

立石支部　　　　　　　　　     　　　    10月４日

会員研修旅行

講師に高田　晃氏を迎え初心者でも安心！導入から開設の入門編！と
して、YouTube を 120％活用する方法を実践的に 2 時間に渡り、
4 つのカリキュラムで解説頂いた。

定例理事会後に恒例となっている、健康セミナーを開催。「働く人と
企業の健康の創造」と題し、講師に石井公一氏を迎え行われた。今
までのセミナーとは違った観点の健康セミナーとなった。

バス研修旅行で「東京税関情報広場」、「そなえりあ東京」、「赤坂
迎賓館」、「浅草雷門」に。「そなえりあ東京」ではゲームをやり、
皆さん真剣そのものでした。迎賓館は、ベルサイユ宮殿に来ている
ようでした。昼食は加賀屋有明店でいただき、大変好評でした。今
日一日、東京にいながらフランスや加賀の気分に浸れた一日でした。

新潟県小千谷「錦鯉の里・弥彦神社温泉」へ参加者 11 名にて一
泊研修旅行。車内では支部長挨拶と全法連より借りた研修ビデオ 2
本を鑑賞しながら向かいました。「錦鯉の里」、「弥彦神社」等を観
光しながら宿泊地の弥彦温泉「みのや」へ。翌日は「久保田の朝
日酒造」の見学をして帰途につきました。

テクノプラザかつしかにおいて会員増強推進会議が開催された。今
年は近藤委員長がコーディネーター、組織委員会・支部・保険会社
の代表者 3 名がパネリストとなりパネルディスカッションを行った。

好天に恵まれ、約5,000名の来場者で緑地公園が人で溢れました。　
スタンプラリーの参加者も 1,000 名を超え、楽しみながら学ばれ
る多数の親子連れの笑顔が印象的でした。スタッフは総勢３２０余名、
来賓も青木葛飾区長をはじめ３０名以上にご参加頂きました。

テクノプラザかつしか入口の 7.8 ｍ壁面ブースに、530 枚の「税
に関する絵はがきコンクール」（H28 年度）の優秀作品を展示いた
しました。あいにくの台風接近で連日雨でしたが、熱心に絵はがき
を観ていかれる親子連れや、児童さん達の姿が微笑ましくうれしく思
いました。

快晴の中 36 名でキリンビアパーク取手と牛久大仏の見学に行って
きました。バスの中で税務研修と会員増強のお願いもしました。
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青
年
部
会
部
会
長

齊
　
藤
　
太
　
治

　

今
年
四
月
よ
り
、
岡
部
前
部
会
長
の
後
任
と
し
て
青
年

部
会
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
、
齊
藤
太
治
と
申
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

創
業
二
三
四
年
の
歴
史
を
持
つ
料
理
屋

　

私
の
実
家
は
柴
又
で
「
ゑ
び
す
家
」
と
い
う
料
亭
を

営
ん
で
お
り
ま
す
。
寅
さ
ん
で
有
名
な
帝
釈
天
の
参
道

に
店
を
構
え
、
法
人
会
の
み
な
さ
ま
に
も
大
変
ご
ひ
い

き
に
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
創
業
は
天
明
三
年

（
一
七
八
三
年
）
と
聞
い
て
お
り
、
私
で
九
代
目
で
す
。

　

さ
て
齊
藤
家
の
正
月
は
一
年
で
最
も
忙
し
い
時
期
で

す
。
お
せ
ち
を
食
べ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
過
ご
す
正
月
は

経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
成
人
の
日
を
過
ぎ
る
頃

か
ら
落
ち
着
き
始
め
、
二
月
に
入
る
と
三
日
の
節
分
に
帝

釈
天
の
豆
ま
き
。「
ゑ
び
す
講
」
と
称
し
て
お
得
意
様
に

本
堂
で
の
ご
祈
祷
の
後
、
境
内
の
特
設
ス
テ
ー
ジ
か
ら
豆

を
ま
き
、
場
所
を
移
し
て
当
店
で
お
食
事
と
お
酒
を
い
た

だ
く
、
と
い
う
趣
向
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

三
月
は
ひ
な
祭
り
、
七
段
飾
り
の
雛
壇
を
帳
場
の
横
に

飾
り
ま
す
。
四
月
は
桜
が
見
ご
ろ
。
店
舗
奥
の
お
座
敷
で

中
庭
の
桜
を
見
な
が
ら
お
酒
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

四
季
の
移
ろ
い
を
お
客
様
に
支
え
ら
れ

　

正
月
の
次
に
忙
し
い
の
が
五
月
の
Ｇ
Ｗ
で
す
。
端
午
の

節
句
で
も
あ
る
の
で
、
鎧
兜
を
飾
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
雛

壇
同
様
お
客
様
に
ご
好
評
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

六
月
は
東
京
鰻
蒲
焼
商
組
合
の
総
会
が
。
私
ど
も
の
商

い
は
専
門
店
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
が
非
常
に
大
切
で
、

生
産
地
と
の
や
り
取
り
、
同
業
者
同
士
の
情
報
交
換
な

ど
、
垣
根
を
越
え
た
つ
な
が
り
が
商
売
を
支
え
て
い
ま

す
。
七
月
は
何
と
言
っ
て
も
丑
の
日
で
す
。
当
店
と
し
て

は
正
月
の
次
、
Ｇ
Ｗ
と
並
ぶ
繁
忙
期
で
す
が
、
数
年
前

よ
り
デ
パ
ー
ト
に
も
出
店
、
私
が
そ
ち
ら
の
担
当
と
な
っ

て
い
る
の
で
日
帰
り
出
張
の
連
続
で
す
。

　

お
盆
の
八
月
は
、
月
初
か
ら
お
迎
え
の
準
備
や
墓
掃

除
で
忙
し
く
な
り
ま
す
。
親
戚
も
当
店
に
集
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
十
五
日
に
は
「
寅
さ
ん
を
送
る
ゆ
う
べ
」
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
も
。
参
道
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
を
並
べ
、
お
盆
の
送

り
火
に
見
立
て
る
の
で
す
。
送
り
火
だ
け
の
参
道
は
と
て

も
幻
想
的
で
す
。

　

九
月
の
お
彼
岸
は
お
は
ぎ
で
は
な
く
、
齊
藤
家
で
は

な
ぜ
か
赤
飯
を
炊
き
ま
す
。
春
の
お
彼
岸
も
同
様
で
す
。

あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
珍
し
い
ケ
ー
ス
と
思
い
ま
す
。

地
元
文
化
を
継
承
し
新
た
な
歴
史
を
つ
く
る

　

十
月
は
地
元
の
鎮
守
様
で
あ
る
柴
又
八
幡
神
社
の
例

大
祭
が
あ
り
、
葛
飾
区
無
形
文
化
財
第
一
号
に
指
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
神
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
私
も
十
歳
か

ら
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
稽
古
も
厳
し
く
、
挫
折
す

る
者
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
今
で
は
大
ト
リ
も
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
五
十
歳
で
引
退
と
な
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
ま
で
精
進
し
て
、
よ
り
良
い
舞
を
奉
納
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

十
一
月
は
今
年
で
三
回
目
の
「
寅
さ
ん
サ
ミ
ッ
ト
」
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
若
い
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、
日
本
全
国
の

映
画
の
ロ
ケ
地
か
ら
出
店
の
応
募
が
あ
り
、
参
道
の
各
店

舗
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
ケ
地
の
特
産
品
を
使
用
し
た
コ

ラ
ボ
商
品
を
開
発
す
る
な
ど
、
今
ま
で
に
な
い
イ
ベ
ン
ト

に
育
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
十
二
月
は
忘
年
会
シ
ー
ズ
ン
。
並
行
し
て
正
月

の
仕
込
み
や
ら
、
ま
た
忙
し
く
な
り
ま
す
。
祖
父
母
の
命

日
が
十
五
日
と
三
十
一
日
、
そ
れ
だ
け
は
忘
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
忙
し
い
」
と
い
う
字
は
心
を
亡
く
す
と

書
き
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
祖
父
母
に

言
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
き
っ
と
怠
け
が
ち
な
私
を

毎
年
叱
咤
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
本

当
の
年
末
に

少
し
の
休
み

を
い
た
だ
い

て
、
新
年
を

迎
え
る
の
で

す
。

私
の
承
け
継
ぐ
も
の    
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葛飾都税事務所からのお知らせ
TEL. 03-3697-7511
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給与支払報告書の提出をお願いします 

 会社などの事業所を経営されている方は、平成

29 年中に従業員に対して給与の支払いがあった

場合、その従業員の平成 30 年 1 月 1 日現在の住

所所在地である区市町村に、給与支払報告書を提

出することになっています。（退職者・パートの方

などすべて対象です。）

各区市町村に給与支払報告書を平成 30 年 1 月

31 日（水）までに、提出してください。 
なお、昨年度に引き続き、所得税の源泉徴収義

務がある事業主の方を特別区民税・都民税の特別

徴収義務者として指定します。ただし一定の理由

に該当する場合は、普通徴収とすることもできま

す。その場合は該当者の給与支払報告書(個人別明

細書)の摘要欄に普通徴収切替理由を記載し、普通

徴収切替理由書と併せて提出をお願いします。

※提出書類は、税務課・税務署で配布しています。

◎提出していただく書類

①給与支払報告書（総括表）

会社名・事業所所在地・代表者名などの会社情

報、税理士・会計士の情報、特別徴収・普通徴収

の内訳人数、葛飾区特徴指定番号に加え、法人番

号（個人事業主の方の場合は個人番号）の記載を

お願いします。

平成 29 年度に特別徴収をされている事業所に、

葛飾区役所から12月1日に「葛飾区提出用総括表」

を送付します。必ずそちらをご利用ください。

②給与支払報告書（個人別明細書）

給与支払報告書（個人別明細書）には、従業員

の住所、氏名、一年間の給与額、所得控除額、源

泉徴収税額、控除の内容と金額、就職・退職年月

日、生年月日、従業員の方の個人番号、会社の所

在地、名称、法人番号（個人事業主の場合は個人

番号）の記載をお願いします。また、普通徴収と

する場合は切替理由を摘要欄に記載してください。 

 毎年、多くの給与支払報告書で切替理由の記載

が漏れています。全て正しく記載されないと、ご

本人確認ができず、正確に課税できない場合があ

りますので、ご協力をお願いします。 

③普通徴収切替理由書

次の基準により普通徴収とする方がいる場合は、

普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて提

出してください。

【普通徴収切替理由】 

普 A 

総従業員数が 2 人以下 
（他の区市町村を含む事業所全体の受給者

の人数で、以下の普 B～普 F の理由に該当

して普通徴収とする対象者を除いた従業員

数）

普 B 
他の事業所で特別徴収（例：乙欄該当者な

ど）

普 C 給与が少なく税額が引けない

普 D 
給与の支払が不定期（例：給与の支払が毎

月でない。）

普 E 事業専従者（個人事業主のみ対象）

普 F 
退職者又は退職予定者（5 月末日まで） 
（休職等により 4 月 1 日現在で給与の支

払を受けていない方を含みます。）

◎提出期限は、平成 30年 1月 31日です！

提出の際は、必ず平成 30 年度様式で提出してく

ださい。（様式は、葛飾区ホームページからダウン

ロードできます。）なお、給与支払報告書提出後に

徴収方法の変更があった場合（誤記、退職等）は、

「給与所得者異動届出書」又は「特別徴収への切

替申請書」の提出をお願いします。

【提出先】 〒124‑8555 

葛飾区立石五丁目 13 番１号 

葛飾区総務部 税務課課税担当 

☆電子データによる給与支払報告書

の提出が義務付けられています。 

給与支払報告書は、税務署へ提出すべき源

泉徴収票が 1,000 枚以上であった事業所、ま

たは税務署へ源泉徴収票を電子データで提出

することが義務付けられた事業所は、光ディ

スク等（電子データ）または eLTAX で提出す

ることが義務付けられています。詳細は、税

務課課税係(03-5654-8550)へお問い合わせく

ださい。
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公益社団法人 葛飾法人会員

　今年も残すことあと少し。
　すっかり冷えてきたこの頃ですが、防寒対策をし
て荒川土手に行き夕陽を眺めるのもどうでしょう。
いつもの姉弟もオレンジに染まった向こっかしの風
景に見とれているようです。
　聞けば江戸川区葛西周辺に住んでいるインド人の
コミュニティでは荒川を「日本のガンジス川」と呼
んでいるとか。
　川の向こうに沈む夕陽の姿は万国共通なのです
ね。身近な風景に遠い異国の空気を感じてみるのも
いいかもしれません。

イラスト：かつしかけいた

秋から冬へ
　カレンダーの薄着は、しみじみ時の流れを感じさ
せます。
ふと今年を振り返って自己を凝視しています。
思い通りにならないのは世の常ですが、いや自己研
鑚不足のなせる技でしょうね。
　
　葛飾法人会「かつしかの窓」では、広報委員会の
編集会議で葛藤の日々でした。
本部行事の「政治経済講演会」は、都議会選挙後の
社会状況を鳥越俊太郎氏に語っていただきました。

「法人会と区民の集い」では、地域事業部推薦の楽
しいパフォーマンスに笑顔いっぱいになりました。
この時期には各地域事業部の公益事業が目白押しで
す。ぜひご参加下さいませ。
　早い気がしますが、小誌 本年最後です。

　来年こそはを胸に、広報委員会・広報誌がんばり
ますから。

 （広報委員長　細谷政男）

編   集   後   記
◆ 説 明 会 の ご 案 内 ◆

決 算 法 人 説 明 会

開催日 時　間 場　所

１月23日（火） 13:30～16:00 葛飾法人会館

３月１日（木）
13:30～16:00 葛飾法人会館

　　 ２日（金）

４月９日（月） 13:30～16:00 葛飾法人会館

５月11日（金） 13:30～16:00 葛飾法人会館

新 設 法 人 説 明 会

１月29日（月） 13:30～16:00 葛飾法人会館

４月12日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

発　行　所　 公益社団法人  葛飾法人会
　　　　　　 葛飾区立石７丁目29番２号 TEL3693-3744 FAX3693-3906
                   URL http://www.katsuhou.net　E-mail：info@katsuhou.net
発　行　人　 片　岡　嘉　治　　　　編　集　人　 細　谷　政　男
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葛飾法人会員の方は法人税申請書別表一（一）の上部欄外の右上部分に
このシールを貼ってご提出ください。（OCR 用紙には貼らないでください。）

■ 表紙のイラストについて ■ 訃　　　報

　当会顧問関口要蔵様（大金
工業㈱代表取締役）はかねて
より病気療養中のところ１１
月７日ご逝去されました。享
年８５歳。

　故人に置かれましては、昭和５５年東新小
岩支部長に就任され、平成元年まで務められ
ました。平成元年から税制委員長、平成７年
から副会長、平成１５年 5 月に会長に就任さ
れ２期４年間会長を務められました。この間、
当会組織の拡大並びに納税意識の高揚にご尽
力されました。
　ここに謹んでご報告いたしますと共に、生
前の多大なご尽力に対し深謝いたし、哀悼の
意を表するとともにご冥福をお祈り申し上げ
ます。
　なお、葬儀は１１月１３日に妙源寺正覚会
館において執り行われ、多数の会葬者が列席
されました。




